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【開催概要】 
日付：2019 年 11 月 10 日(日)  14:30～17:00 
場所：工学院大学 八王子キャンパス 2 号館 313 教室 
出席者：部員／24 名（委任／1 名）指導部／3 名 
議長：山本 隼平(主将) 
議事録作成者：馬場 禎也(副務) 市川 暁也(主務) 

 
 

1. 報告事項：令和元年度活動報告(主将：山本) 
本年度開催された行事、および試合の結果について全体に報告し
た。(別紙参照) 

2. 審議事項：令和元年度決算報告(会計：細川) 
本年度の決算報告を細川が行い、並びに会計監査報告を中田監督
が報告し、承認された。(別紙参照) 

3. 審議事項：役職の解散及び選任 
平成 31 年度役職が解散を宣言し、各役職が選任した新役員が満
場一致で承認された。 

・平成 31 年度弓道部幹部【上役・下役】 
主将        山本 隼平      工学部   三年 
女子責任者     小川 佳緒里     建築学部  三年 
副将        市川 暁也      建築学部  三年 
主務        同上          
代表部員      佐々木 匠      先進工学部 二年 
副女子責任者    細川 茉子      情報学部  二年 
副務        馬場 禎也      工学部   二年 
副務        渡部 光太郎     工学部   二年 

・平成 31 年度執行役員 
会計        細川 茉子      情報学部  二年 
会計補佐      佐々木 匠      先進工学部 二年 
広報        今里 洸紀      建築学部  二年 
広報        横田 歩飛      先進工学部 二年 

・令和二年度弓道部幹部【上役・下役】 
主将        佐々木 匠      先進工学部 三年 
女子責任者     細川 茉子      情報学部  三年 
副将        馬場 禎也      工学部   三年 
主務        市川 暁也       建築学部  四年 
代表部員      生田 大弥      先進工学部 二年 
副女子責任者    青木 琉称      先進工学部 二年 
副務        野田 悠翔      工学部   二年 
副務        渡辺 亮太      建築学部  二年 
女子主務      高野 真那      先進工学部 二年 

・令和二年度執行役員 
会計        細川 茉子      情報学部  二年 
会計補佐      小林 明日香     先進工学部 二年 
広報        岡本 拓三      工学部   二年 
広報        小林 明日香     先進工学部 二年 

4. 報告事項：指導部活動報告(監督：中田) 
中田監督より指導部の活動、部員の的中率の推移などの報告を受
けた。 

5. 審議事項：来年度活動予定(佐々木) 
佐々木による令和二年度活動予定を発表し、賛成多数により可決
した。 

6. 審議事項：来年度予算審議(細川) 
細川が、来年度幹部により作成した予算案の内容を説明し、賛成
多数により可決された。 

7. 審議事項：部則審議(佐々木) 
総会での決議により、部則の以下の内容が改変された。 

7-1. 名称変更 
旧名称：工学院大学Ⅰ部体育会弓道部 
新名称：工学院大学体育会弓道部 
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7-2. 第六条 
・幹部(下役)に「女子主務」追加 

7-3. 第八条 
・服務規程に「女子部主務は、幹部として、女子責任者を補佐す
る」を追加 

7-4. 第九条 
・(選任・解任)「部則第六条及び第七条に定めた、幹部及び執行
役員は部会によってのみ任命することができる。」に変更 

・二項：「但し、指名において主将、副将、主務、女子責任者、
代表部員、副務、副女子責任者、会計、会計補佐、広報、の
順に優先される。」に変更 

7-5. 第十一条 
・二項：「執行役員のうち企画取締役及び企画は、渉外及び副渉
外が兼任する。」を削除。 

7-6. 第十六条 
・六項：「主将が諸般の事情により、幹部会を招集できない場
合、女子責任者及び副将が幹部会を招集し、その職務を代理
する。」に変更 

7-7. 第二十二条 
・二項「引退した部員は、OB・OG 会（工弓会）に入会するか
否かの意思表示を工弓会の指定した期間までに示さなければ
ならない。」を削除 

7-8. 第二十七条 
・「部則第二十六条に定めた権限の剥奪」→「部則第二十七条に
定めた権限の剥奪」に変更 

7-9. 第三十二条 
・二項：「体育会部費」→「自治会費」に変更 
・五項：「工弓会援助金」→「OB 会援助金」に変更。 

 

7-10. 第三十九条 
・規則の改正を削除 

8. その他：部員との調整(幹部) 
事前に部員の中で寄せられた疑問や不安点について幹部が回答
し、議論を行った。 

9. 附則 
この総会終了を以て第十九代幹部及び執行役員の任期が満了とな
る。 

 

 

 


